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１）不動産の類型
　不動産の類型とは、不動産の利用状況や権利関係の態様に応じて区分した 当法人は、三桜工業株式会社の支援により設立されましたＮＰＯ認証法人です。

　不動産の分類のことである。  

　宅地の類型と建物およびその敷地の類型を例示すると次のように分類できる。

　＜宅地の種類＞ 1面・介護保険制度(創設から改訂まで） 2面・介護保険制度(創設から改訂まで）

　更　地 ・建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利が 3面・介護保険制度・漢字読み取りテスト 4面・市民紙上セミナー

  付着していない宅地。
・建物等に利用されている敷地で、建物等及びその敷地の所有者、

　建付地   使用人が同一人であり、その敷地の使用収益を制約する権利の
  存在していない宅地。

　借地権 ・借地法に基づく借地権
  （建物の所有を目的とする地上権または賃借権）。

　底　地 ・宅地について借地権が存在している場合における当該宅地
  の所有権。

　区分地上権 ・工作物を所有するため、 介護保健の創設には次の背景
  地下または空間に上下の範囲を定めて設定された地上権。 がありました。

1.人口構成の推移
　＜建物及びその敷地＞ 右図のように高齢化率の急
　自用の建物 ・建物とその土地の所有者が同一人であり、その所有者による 速な上昇がみられること。
　及び   使用収益を制限する権利の存在がない場合における当該建物 2.行政の職権による制度
　その土地   およびその敷地。 創設以前は「老人福祉」と
　貸家及び ・建物とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に 　 「老人保健」の異なる二つ
　その敷地 　利用されている場合における当該建物及びその敷地。 の制度により、サービスの
　借地権付 ・借地権上に建物がある場合における当該建物および借地権。 種類や内容が行政の職権に
　建物 より決定される「措置制度」でした。「措置制度」では本人の希望や総合的なサービス
　区分所有 ・建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分および 調整を取り込むことができず、介護を主たる目的とする人が一般病院に長期入院する
　建物及び 敷地利用権。 「社会的入院」などが生じていました。
　その敷地

租税による公費方式の「老人福祉制度」から、各自の保険料負担による相互扶助の仕組み
の社会保険方式を導入して、平成12年に「介護保険制度」が創設されました。
社会保険方式の導入によるメリットとして、次の点が指摘されています。

①じねんじょ     ②わさび　  　 1.多様なニーズに対応可能　　2.サービスの選択保障や受給の権利性の確保
3.「負担」と「給付」の対応が明確になり「負担」に対する国民の理解が得られる。

③ごぼう(「牛」を「午」と間違いやすい・・・中国から伝わったといわれています。） 4.保険料負担により利用上の心理的負担が
少なくなる。

④ほうれんそう（蓬蓮草、鳳蓮草は宛字・ネパールから中国を経てきたといわれます。）
しかし、左図のように介護等級が上がるに

⑤へちま   ⑥えんどう 　 ⑦せり　　⑧なす　　⑨みょうが　　⑩らっきょう つれて、施設利用者が相対的に増えるなど
財政難に向かいはじめ、「持続可能な制度」
への検討がはじまりました。(2面へ）
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(１面からの続きです。）

3.地域密着型の支援強化のために「小規模多機能型居宅介護」・「夜間対応型介護」を導入
介護保険制度が創設された2000年度(平成12年）から2004年度(平成16年度）までの5ヵ年間 お年寄りが住み慣れた地域で生活できることを目的として、現行のグループホーム、
の高齢者保険福祉施策の方向性を国が示したものとして「ゴールドプラン２１」があります。 　　　　　 通所デイサービス、特労施設など４つの他に、次の二つの制度が導入され、地域密着型

のサービスは６区分になります。地域密着型が趣旨で、他市町村での利用はできません。
このプランは、長寿科学技術や介護に対する理解、高齢者や障害者に配慮したまちづくりな
ど 福祉文化の確立を基盤として、21世においても高齢者が尊厳を保ちながら自立した生活ができ、 (1)小規模多機能型居宅介護
積極的に社会参加ができる社会をめざす　内容になっています。 環境変化が症状悪化の要因となる認知症のお年寄りの利用を想定して、本人や家族の

事情によりサービス内容が変更しても、地元で通所介護を軸に訪問介護やショート
介護保険制度は、3年を一つの事業運営期間としており、各自治体ではサービスの見込み量や ステイなど複数のサービスを一つの拠点で受けられるシステムです。
必要なサービスを確保するために「介護保険事業計画」を策定することになっています。 この複合サービスを行うために、訪問介護や通所など種別ごとに規定されている事業

者の報酬体系を見直すことにしています。
「ゴールドプラン２１」については、5ヵ年計画の期間終了後に、各自治体での介護保険事業
計画の策定にあわせて、見直しをする予定になっていました。 (2)夜間対応型訪問介護

要介護度３以上の方の利用を想定しており、症状が悪化したり、一人暮しになっても
自宅で過ごせるようにヘルパーの定期巡回や緊急時には24時間対応が提供されます。
認知症高齢者向けのグループホームやディサービスなども対象になります。

お年寄りが住み慣れた地域で介護サービスを受けられることを 地域特性に見合ったサービス提供を可能にするために、事業者の指定権限は市町村が
基本におよそ次のような大幅な見直しが今年4月から行われます。 持ち、介護報酬や指定基準の変更もできる仕組みになっています。

1.介護予防サービスの導入 4.施設関係での食費や居住費は自己負担へ
従来より介護保険法では介護予防の施策を積極的に行うこと 食費や家賃を自己負担している在宅サービス利用者との公平性を図るために2005年10月
が明記されていますが、今回の見直しで次のようになります。 から実施されています。

(1)介護予防の対象者 (1)対象
要介護度の区分が左図のように現行の6区分から7区分になり、 ・特別養護老人ホーム　　・老人保険施設(医療ケア・リハビリなどで在宅復帰を目指す利用者）
要支援１と要支援２の人が介護予防の対象者になります。 ・介護療養型医療施設(病状が安定期にある要介護者の利用）
各市町村が65歳以上の方を対象に、年1回以上の「介護予防 ・(デイサービスセンターに通う方の食費も自己負担）
検診」を行い、「介護予防手帳」に記載、手帳を配布
(現時点では65歳以上全員に配布は原則） (2)負担

・所得により負担額が変わります。　従って減免になる方もいます。　
(2)サービス内容 ・介護保険の発足前より特別養護老人ホームに入所している方の自己負担が開始前を
・通所施設で筋力強化になるような 上回らないようにする経過措置は5年間延長されることになりました。
トレーニングを行い、長く歩ける
ようにする。

・栄養バランスがとれる食事指導。
・ホームヘルパーが調理や洗濯など 制度見直しにあたっての基本理念とその課題については次の点が指摘されています。
指導を行い、自立を目指す。 ・理念　①制度の持続的可能性　 ②明るく活力のある超高齢化社会の構築　③社会保障の総合化　

・課題　①では、長期にわたる持続可能性が課題。②では、「介護予防の充実」が課題
(3)介護予防のメニュー作成者 　　　③では、医療や介護の分野において、同じ高齢者についてサービスの重複が見られ、
後記の「地域包括支援センター」の 　介護・年金・ 医療等の制度の重複是正と効率化が指摘されてます。
保健師などになります。 この他には、制度運営の中核となるケアマネジメントシステムに関連して、関連事業所の

ケアマネジャーの待遇改善や独立性の確保、質の向上などが指摘されています。
2.「地域包括支援センター」の設置
市町村は地域介護に関連する中核拠点
として「地域包括支援センター」を設
けます。(事情により遅れる市町村に対しては その２９
2年間の猶予があります。） 漢字読み取り１０題・・１０点満点で・・あなたは何点でしょうか・・

このセンターは、その名称が示す通り
「介護問題」だけでなく、医療機関や ①自然薯 　 ②山葵 　 　③牛蒡   　 ④菠稜草　   　⑤糸瓜
弁護士などとも連携して、介護問題、
医療、財産管理、虐待防止など総合的 ⑥豌豆 　　 ⑦芹 　　　⑧茄子 　　　⑨茗荷  　　　 ⑩辣韮
に高齢者やその家族を支援します。 (正解例は4頁の下欄に掲載しています。）
そのイメージは左図のようになります。

（２） （３）
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このセンターは、その名称が示す通り
「介護問題」だけでなく、医療機関や ①自然薯 　 ②山葵 　 　③牛蒡   　 ④菠稜草　   　⑤糸瓜
弁護士などとも連携して、介護問題、
医療、財産管理、虐待防止など総合的 ⑥豌豆 　　 ⑦芹 　　　⑧茄子 　　　⑨茗荷  　　　 ⑩辣韮
に高齢者やその家族を支援します。 (正解例は4頁の下欄に掲載しています。）
そのイメージは左図のようになります。

（２） （３）

 　まちネットニュースはバックナンバー も
 　　 含めてホームページにも掲載して います。

　　http://www.machi-net.org/
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は介護予防の対象

　
　　　　　　　　　　　　地域包括支援センター

　原則、中学校区ごとにつくり、市町村は非営利法人
　などに運営委託することもでき、全国に約５千箇所
　程度設置される予定。

　

相談業務
・介護　・医療・財産の管理　・家族のことなど病院、
　弁護士などと連携を取り、総合的に相談、支援

介護予防
・保健師を中心に心身の状況に応じた個別のプラン
　や利用計画を策定。
・介護予防メニューの作成者はセンターの保健師等
　になります。

ケアマネジャーの支援
・経験豊富で研修を受けたケアマネジャーをセンター
　に配置
・民間ケアマネジャーに指導・助言を提供、
・ケアマネジャーのネットワーク化、医師会や施設、

　住民の連携づくりの中心的役割を果たす。

セ　ン　タ　ー 　病　院弁護士 市町村

社会福祉士

保　 健　 師

ケアマネジャー

連携

基 本 理 念 と 今 後 の 課 題 な ど・・

 制度創設後の方向性を示す「ゴールドプラン２１」

  介護予防サービスを含めた大幅見直しへ




